
特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
案
要
綱

第
一

特
定
特
殊
自
動
車
か
ら
除
か
れ
る
も
の
は
、
次
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

一

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
使
用
す
る
自
動
車
の
う
ち
、
大
型
特
殊
自
動
車
及
び
防
衛
庁
の
長
官

の
申
出
に
よ
り
指
定
し
た
自
動
車

二

ガ
ソ
リ
ン
、
液
化
石
油
ガ
ス
又
は
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車

（
第
一
条
関
係
）

第
二

法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
構
造
が
特
殊
な
自
動
車
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

第
三

特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
定
義
は
、
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
、
鉛
化
合
物
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
と

す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
四

少
数
生
産
車
の
台
数
は
、
各
年
度
ご
と
に
、
三
十
台
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

第
五

登
録
特
定
原
動
機
検
査
機
関
等
の
登
録
の
有
効
期
間
を
、
三
年
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

第
六

登
録
特
定
特
殊
自
動
車
検
査
機
関
に
関
す
る
読
み
替
え
を
行
う
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

第
七

国
が
特
定
原
動
機
検
査
事
務
等
を
行
う
場
合
に
、
申
請
者
が
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
を
定
め
る
こ

と
。

（
第
七
条
関
係
）



第
八

こ
の
政
令
の
施
行
日
を
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
）
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

第
九

環
境
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）


